
「第４次南島原市男女共同参画計画（素案）」への意見募集結果 

 

１．意見募集期間 

 

  令和５年２月６日(月)  ～ 令和５年２月２０日（月） 

 

２．意見募集状況 

  １）応募者数  １件 

  ２）意見件数 ３０件 

 

３．意見への対応区分とその件数 

 

対応区分 内  容 件  数 

A 意見を踏まえて素案を補修修正、又は追加記載したもの ４ 

B 事業実施にあたって考慮すべき事柄として参考とするもの ６ 

C 既に記載済み・対応済みのもの ０ 

D 反映が困難なもの ２ 

E 感情、感想、質問等に対する回答を行ったもの １８ 

 

４．意見の要旨とこれに対する市の考え方 

 

計画（案）の

当該箇所 
意見の要旨 意見に対する市の考え方 

対応

区分 

P.1 計画の策

定にあたっ

て 

 第４次計画ということで

あれば第３次計画までの成

果や反省点を基に計画を立

案するべきですが、それらが

まったく書かれておらず、前

計画との関連性も分かりま

せん。前計画までの実施内

容・成果・反省点などで一つ

の章を設けるべきです。 

 また、男女共同参画は、そ

の事業の予算の使われ方に

 予算の用途は重要と考えます

が、本項は市と市民その他団体に

おける男女共同参画社会の実現に

向け、本計画の趣旨・位置付け等

を示しております。 

また、成果として指標毎に令和

３年度の実績値を、基本目標毎に

現状と課題を掲載しております。 

予算・決算につきましては議会

の議決を受けておりますのでご理

Ｄ 



疑問の声があがっています

（ 例 え ば 、

https://sittaka-information.com

/?p=1021 など）ので、予算と

成果についても明らかにし

ておく必要があると思いま

す。 

解をお願いいたします。 

P.1 計画策定

の趣旨の 11

行目〜17 行

目について 

 南島原市の計画ですから

世界経済フォーラムのよう

な団体の出した指数を持ち

出されても説得力に欠けま

す。南島原市の現状におい

て、問題が無いのであればそ

れで良し、問題があるという

のであればその具体例を示

して論を立てるべきです。そ

のためにも前計画までのま

とめが必要です。 

 国際的な動向も踏まえながら南

島原市としての取り組みを進めて

いく必要があり、その計画策定に

向けた前段として概要をまとめて

おります。また、本市の現状と課

題につきましては基本目標毎に掲

載しております。 

  

Ｅ 

P.3 策定体制

について 

 

 前計画までの成果や反省

点を踏まえて次計画の策定

を行うべきですが、前計画ま

での報告書の所在を担当部

署に確認したところ「報告書

の作成・公表を行っていな

い」とのことでした。活動内

容の報告書も出さない組織

がまともに仕事をしている

と思えるでしょうか？ 報告

書は必ず作成・公開するよう

に義務付けるべきです。 

 報告書を出さないのであ

れば、報告書の代わりに行政

事業レビューの対象とする

べきでは。 

（参考）行政改革推進会議

 男女共同参画に関する条例によ

り報告書の作成・公表を義務付け

ている自治体もありますが、本市

は条例を定めておらず、報告書の

作成を義務付けておりません。毎

年関係各課に計画指標の進捗状況

の確認を行い、ホームページに進

捗状況報告を掲載しております。 

 行政事業レビューは政府省庁の

取組ではありますが、今後の参考

とさせていただきます。 

Ｅ 

https://sittaka-information.com/?p=1021
https://sittaka-information.com/?p=1021


「行政事業レビュー実施要

領」 

https://www.gyoukaku.go.jp/re

view/img/R04jisshiyouryou.pdf  

P.3 策定体制

の①につい

て 

 

 実施されたアンケートの

報告書についてその所在を

担当部署に確認しましたが、

「計画（案）の本文に一部抜

粋して結果を掲載している」

との回答でした。アンケート

は調査票の作り方で結果を

誘導することが出来ますの

で、調査票が分からないアン

ケートの結果は信用すべき

ではありません。また、結果

の一部分しか示されていな

いということは、都合の悪い

結果は隠して都合の良い結

果のみ使っていることも考

えられますので、アンケート

全体の結果が公開されてい

ないことは問題です。１年前

に実施されたアンケート結

果が公開されないままパブ

コメを行うのはおかしくな

いでしょうか？ アンケート

結果も報告書にまとめて公

開するべきです。 

 また、回答者の性別・年齢

分布が実際の市民の分布と

 ご意見ありがとうございます。

アンケート調査につきまして、結

果報告書をホームページに掲載さ

せていただきます。 

 

Ｂ 

https://www.gyoukaku.go.jp/review/img/R04jisshiyouryou.pdf
https://www.gyoukaku.go.jp/review/img/R04jisshiyouryou.pdf


乖離する場合にはデータ補

正が必要になりますので、こ

れらの情報も必要です。アン

ケート結果の信憑性を高め

るためにも報告書として公

開することは重要です。 

 アンケートの調査結果は

計画策定のベースとなる重

要なものですので、報告書に

はアンケートの実施責任者、

調査票作成の責任者、結果集

計の責任者（委託であれば委

託先なども）、アンケート調

査に要した費用なども忘れ

ずに記載をお願いします。 

P.4 パブリッ

クコメント

の実施期間 

 パブリックコメントの実

施期間については南島原市

市民意見募集（パブリック・

コメント）手続要綱（以下、

手続要綱と略す）の第６条に

「３０日以上の期間を設け

て、市民等から意見等を募集

しなければならない。ただ

し、特別の事情があるとき

は、３０日未満の期間を設け

ることができる。（要約）」と

あり、所定の日数の半分しか

設定されていません。 

 担当部署に対して法令違

反であることと、実施期間を

見直さないのであれば実施

期間短縮の理由を提示する

必要があることを伝えまし

たが、「手続要綱に理由の明

示は定められておらず、理由

 行政手続法に違反するというご

意見につきましては、パブリック

コメントは同法の「命令等」に該

当せず、同法の適用を受けないと

考えます。南島原市市民意見募集

（パブリック・コメント）手続要

綱第６条により期間を短縮してお

りますので、ご理解をお願いいた

します。 

 また、現時点で手続要綱を改正

する予定はございません。 

Ｅ 



を掲載する予定は無い」との

回答でした。実施期間の短縮

は市民からの意見提出の機

会を制限するものですが、こ

れが理由（期間を１５日間も

短縮しなければならない特

別の事情）の説明もなく実施

されるのは大きな問題であ

り、このようなことはあって

はならないことです。 

 熊本市で昨年１２月に実

施されたパブリックコメン

トでは内容が外国人参政権

に繋がる条例改正案であっ

たため市民から多数の反対

意見が提出され再検討とな

り、市民からの意見提出の重

要性が示されました。 男女

共 同 参 画 は Colabo 問 題

（ https://www.sangiin.go.jp/ja

panese/joho1/kousei/syuisyo/2

11/syup/s211001.pdf 、

https://blackfire.work/?p=3158 

など）に端を発して、その予

算の使われ方に疑義が生じ

ている状況にあり、パブリッ

クコメントの実施期間が理

由も示されないまま短縮さ

れることは市民からの意見

封じと取られてもしかたが

無いと思います。 

 手続要綱は行政手続法第

六章「意見公募手続等」を参

考に作成されたと思われま

すが、行政手続法では「意見

提出期間を短縮する場合に

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/syup/s211001.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/syup/s211001.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/211/syup/s211001.pdf
https://blackfire.work/?p=3158


はその理由を明らかにしな

ければならない（第四十条）」

とあり、この部分が手続要綱

では抜け落ちています。パブ

リックコメントを公正に行

うため手続要綱の改正が必

要です。 

P.8 本市の動

向の南島原

市女性人材

バンクにつ

いて 

 「女性人材バンクを設置し

た」としか書かれていませ

ん。これがどのように機能し

てどのような成果があった

のかを具体的に書くべきで

す。 

製本版では女性人材バンクにつ

いて用語の解説を入れる予定で

す。また、34 ページに成果指標と

して「女性人材バンクの登録者数」

及び「女性人材バンクからの委員

登用数」を掲載しております。 

Ａ 

P.8 本市の動

向・南島原市

配偶者暴力

相談支援セ

ンターにつ

いて 

 配偶者暴力相談支援セン

ターを県内初で設置しない

といけなかったのは誇れる

ことではないと思います。早

く廃止できることを期待し

ます。 

 配偶者暴力相談支援セン

ターを設置したということ

だけでなく、何年で何件の相

談を受けて解決できたのか、

成果を書くべきでは？  ま

た、相談件数が年ごとに減っ

ているのか増えているのか

推移を書くことでこれが機

能しているかも分かると思

います。 

 配偶者暴力相談支援センター

は、本市においてＤＶ被害件数が

多かったために設置されたという

ことではなく、配偶者に対する暴

力の根絶、ＤＶ被害者支援に関す

る機関との連携強化、被害者支援

を目的として設置されたもので

す。被害件数がゼロとなるのが理

想ですが、相談先の確保は必要だ

と考えております。 

 40 ページの成果指標「ＤＶ相談

の受付件数」はセンターの相談受

付件数ですので、「配偶者暴力相談

支援センターにおけるＤＶ相談の

受付件数」に修正いたします。推

移についてはホームページの進捗

状況で確認をお願いいたします。 

Ａ 

P.12 女性の

労働力率の

推移につい

て 

 少子化対策の観点から女

性の労働力率の推移は M 字

型のグラフになるのが理想

的と考えますが、男女共同参

画ではフラットなグラフに

 日本では、女性は結婚や出産を

きっかけに離職して、家事や育児

に専念するのが当然という考えが

根強いためにＭ字型になると考え

られています。少子高齢化に伴い

Ｅ 



なることを理想としている

のでしょうか？ 

労働力人口が減少していくことが

見込まれる中、持続可能な全員参

加型社会実現のため、女性が働き

やすい環境が整備され、Ｍ字型カ

ーブが解消されることを目指して

います。 

P.14 管理職

における女

性割合の目

標 

 管理職昇格については管

理職に求められる能力を男

女の別なく正しく評価する

ことが重要です。男女の割合

は評価指標に基づいた能力

評価の結果ですから、最初か

ら女性の割合を目標に設定

するのはおかしく、この目標

値を決めることは逆に不公

平な評価の原因となります。 

 もし、能力評価が男女公平

に行われていない（男女で評

価指標や基準が異なるなど）

実態があるのであれば、それ

を具体的に示して改善して

いくことが重要であり、女性

の割合目標を設定するべき

ではありません。 

女性管理職の登用率について目

標値を設定することはポジティ

ブ・アクションの手法の一つとさ

れており、政府は具体的な目標と

して、2030年に 30％を達成するこ

とを努力目標として掲げていま

す。 

ポジティブ・アクションとは社

会的・構造的な差別により不利益

を被っている人に対し、実質的な

機会均等を実現することを目的と

した暫定的な措置を言います。ア

ンコンシャス・バイアスに基づく

男女不平等な状態が先にあり、そ

れを是正するためにポジティブ・

アクションがあります。 

目標値の設定をせずとも男女が

平等となることが理想ではありま

すが、日本全国において、根強く

残っている企業における女性への

取り扱いの不平等の是正に向け

て、目標値を設定することにより

不平等が無いかを見直すきっかけ

となり、女性管理職が増えること

で企業の男性中心的な体質自体が

変わり、女性が働きやすい環境が

整う事が期待されます。 

Ｅ 



P.15 「男女の

平等感につ

いて」のアン

ケート結果

について 

 「男性の方が優遇されてい

る」と回答された方は各項目

について具体的に何が優遇

されていると回答されてい

るのでしょうか？ それが分

かるようなアンケートでな

いと解決方法の議論が出来

ないと思います。また、調査

の各項目も何を確認するた

めにこれが選ばれたのか分

かりませんが、アンケート調

査の前に調査票の内容のレ

ビューは十分に行なわれて

いるのでしょうか？ 

 また、提示されている一部

のアンケート結果だけでは

男性が「男性の方が優遇され

ている」と回答したのか、女

性が「男性の方が優遇されて

いる」と回答したのかさえ分

かりません。年代によっても

傾向は違うことも考えられ

ます。調査結果をきちんと報

告書として公開してくださ

い。 

 アンケート調査の内容につきま

しては、南島原市男女共同参画推

進懇話会で審議し決定しておりま

す。 

 アンケート調査の結果報告書を

ホームページに掲載させていただ

きます。 

Ｂ 

P.16 現状か

らみえる課

題のまとめ

について 

●1 「出生率低下が続く中、

女性の活躍推進が重要」と書

いてありますが、これは女性

の活躍推進が進んだ結果、出

生率が低下したということ

で、逆なのでは？ 

 

 

 

1.出生率の低下の主要な要因の一

つとして、人々が就業と出産・育

児を両立できないことがあると考

えられます。働き方の多様化が求

められる中、社会及び家庭の男女

共同参画とともに、女性の就業と

出産・育児の両立が可能となるよ

うな経済社会を構築することが重

要と考えます。 

 

Ｅ 



●3 「子育て世代の女性の労

働力率が高いことから、職場

における男女共同参画の推

進、等が重要」と書いてあり

ますが、両者にどのような関

係があるのでしょうか？ 意

味が分かりませんでした。 

3.子育てをしながらでも、男女と

もにその能力を十分発揮できるよ

うな働きやすい環境づくりが重要

と考えます。 

 

 

Ｅ 

●4 家庭内のことは家庭内

で解決すればよろしいので

は。外部から余計な価値観を

押し付ける必要は無いと思

います。 

4.固定的性別役割分担意識が根強

い本市において、そうした風潮を

解消するためには、家庭での男女

共同参画の推進も必要と考えま

す。 

Ｅ 

●５ 管理職における女性の

割合は、能力評価を公平に行

っているのであればその

時々で変化するものであり、

これに目標値を設定するの

はおかしいと思います。 

5.先に回答したとおりです。 

 

 

 

 

Ｅ 

●６ アンケート結果の報告

書が公開されていない現状

でアンケート結果について

議論しても無駄なのでは？ 

6. アンケート調査の結果報告書

をホームページに掲載させていた

だきます。 

 

Ｂ 

●7 ワーク・ライフ・バラン

スは人や家庭によってそれ

ぞれ考え方があり、他人がと

やかく言うことではないと

思います。しかも、なぜ「特

に男性において」なのでしょ

うか？ 

7.これまで「男は仕事、女は家庭」

という固定的性別役割分担意識が

強く、育児休業を取る男性も少な

い現状があるため「特に男性にお

いて」と記載しました。誤解を招

く表現のため、「男女ともに」に訂

正します。 

Ａ 



P.17 基 本目

標３につい

て 

 審議会委員等は能力によ

って公平に選ばれるべきで

す。性別によって選ばれるべ

きではありません。 

 政策決定過程への多様な意見の

反映を目的に男女の参画を推進し

ています。審議会等への女性委員

登用もポジティブ・アクションの

一つです。 

Ｅ 

P.19 基本目

標Ⅲについ

て 

 男女共同参画なのですか

ら「女性が活躍できる」では

なく「男性も女性も活躍でき

る」等の表現にするべきだと

思います。 

 ご指摘ありがとうございます。

「女性が活躍できる」を「男女が

ともに活躍できる」に訂正します。 

Ａ 

P.21 基本目

標Ⅰ【現状と

課題】5 行目

〜9 行目 

 アンケート結果の報告書

が公開されていない現状で

はアンケートに基づいた内

容に触れるべきではありま

せん（P.3 策定体制の①で指

摘）。内容について検証する

術が無いのですから。 

アンケート調査の結果報告書をホ

ームページに掲載させていただき

ます。 

Ｂ 

P.21 基本目

標Ⅰ【現状と

課題】10 行目

〜18 行目 

 男女共同参画関連の言葉

の認知度を男女共同参画の

意識レベルに置き換える論

法には無理があると思いま

す。そもそも市民生活が良好

な社会においては「男女共同

参画」などという言葉は必要

ないはずです。問題の無いと

ころに問題を作り出そうと

していませんか？ 

 言葉の認知度の高さは男女共同

参画に対する関心の高さを示すと

考えます。 アンコンシャス・バ

イアスや固定的性別役割分担意識

が残る本市においては、今後、人

口減少していく中、既存の男女に

よる役割分担がなされた社会では

立ち行かなくなることが想定され

ます。それを是正するために「男

女共同参画」に対する正しい理解

が深まるような広報・啓発をして

いく必要があります。 

Ｅ 

P.23 〜 24 広

報・啓発の推

進（１）〜

（３）  につ

いて 

 一方的な意見の押しつけ

にならないか心配です。講座

等を担当する講師と講座内

容の正当性はどのように保

証されていますか？ 講師の

講座のテーマや受講者に合わ

せ、県から助言等を得て計画いた

します。 

今後セミナー等を開催した際は

ホームページでご紹介します。 

Ｂ 



選定方法も含めて説明をお

願いします。 

 本活動で実施された講座

の内容は講師のプロフィー

ル付きでホームページまた

は動画サイトで公開し、市民

のチェックができるように

してはどうでしょうか？ 

 様々な考えがあって何が

正しいのか判断しにくいよ

うな問題については異なる

意見も同時に提示して、受講

者自身に考えてもらうこと

が重要です。一方的な意見の

押しつけにならないように

お願いします。 

 

P.24 広報・啓

発 の 推 進

（４）調査・

研究の実施

①について 

 「調査・研究を行う」まで

しか書かれていませんが、結

果は報告書として公開され

るということでよろしいで

しょうか？ 成果の出力先

（どこにどういう形で出力

するか）を記載してくださ

い。 その際、各調査・研究

にどれくらいの費用を使用

したかも報告するようにし

てください。 

アンケート調査の結果報告書を

ホームページに掲載させていただ

きます。 

Ｂ 

P.24 学校教

育における

啓発の推進

（１）の② 

 「男女共同参画の視点を踏

まえたキャリア教育」とはど

ういうものかイメージ出来

ません。具体的に何を行うの

かを教えてください。 

次世代を担う子どもたちが、性別

にとらわれることなく、個性と能

力を発揮しながら進路選択・職業

選択ができるよう、「総合的な学習

の時間」や「特別活動」等を中心

にキャリア教育を行っています。 

Ｅ 

P.25 学校教

育における

 学生に対して DV の予防教

育は不要だと思いましたが、

学校において、ＤＶ予防教育を

行うことは、男女の間のみでなく

Ｅ 



啓発の推進

（３） 

これが必要な状況があると

把握されているのでしょう

か？ その内容について説

明をお願いします。 

同性の友人関係、家庭での人間関

係などにも暴力のない対等な関係

が大切だと気付かせ、人権意識を

高める効果を持っています。また、

近年はデートＤＶと呼ばれる、若

年層を含む、配偶者ではないが交

際をしている者のＤＶも増加して

います。ＤＶのない男女の交際、

そして、ＤＶのない家庭を築くた

めに、暴力についての知識を持つ

ことは生徒の未来にとって重要と

考えております。 

P.34 （１）審

議会への女

性の参画推

進の② 

 女性人材バンクを通じて

女性人材の発掘・推薦すると

いうことだと思いますが、市

の女性人材バンク登録募集

のページを見ても応募者の

能力評価のことについては

説明されていません。募集分

野は「ア」から「ス」まであ

り、資格が必要な分野などは

分かりやすいのですが、中に

は応募さえすれば誰でも該

当するような分野もあり、人

選が正しく行われるのか心

配です。女性人材バンクで募

集している各分野の能力評

価の内容について説明して

ください。 

 能力評価はしておりません。応

募者が関心ある分野で活躍してい

ただくことを期待します。 

Ｅ 

P.36 女 性の

就労支援全

般について 

 就労支援について女性に

限定する必要性が分かりま

せん。男女共に対象で良いの

では？ 

 本計画においては、女性が性別

に捉われることなく活躍できる労

働環境を目指します。そのため、

女性の就労支援について特に注力

していくよう施策を設定しており

ますが、市としては、性別に捉わ

Ｅ 



れることなく就労支援を推進して

います。なお、女性の就労支援も

ポジティブ・アクションの一つで

あり、実質的な機会の平等の確保

を図ります。 

P.40 女性等

に対するあ

らゆる暴力

の 根 絶 の

（１） 

 相談件数のみ記載されて

も事態が解決したのか不明

です。解決件数・解決方法な

ど成果も記載するべきだと

思います。 

 

 弱い立場にいる人の人権を守

り、安心した生活が送れる社会の

実現を目指し、支援を行っており

ます。相談内容は多岐にわたり、

単年度では解決せず数年かけて見

守る案件も多くあるため、計画書

に解決件数等を掲載することはそ

ぐわないと考えます。 

Ｄ 

P.43 （１）地

域防災の取

組推進①防

災における

女性の参画

推進につい

て 

 危険が伴う現場にも女性

を駆り出すことが男女共同

参画なのでしょうか？ 男女

それぞれが適性などに応じ

て役割分担をすることこそ

が真の男女共同参画ではな

いでしょうか？ 

 国のガイドラインでも女性の視

点からの災害対応が必要とされて

います。 

 「災害の現場である消防団」は

「災害の現場に出動する消防団」

に修正します。 

Ｅ 

P.44 計画の

進行管理に

ついて 

 評価（Check）について懇話

会での報告・評価とあります

が、市の男女共同参画のサイ

トを覗いても進捗状況報告

の簡単な表しか見つかりま

せんでした。きちんと報告書

の形で実施内容と成果、課題

などを公開するようにお願

いします。このとき使われた

予算についても記載をして、

費用対効果が分かるように

記載をお願いします。 

 ５年ごとに市民アンケー

ト調査が実施されることに

なっていますが、このアンケ

 報告書については先に回答した

とおりです。 

Ｅ 



ートは Check 欄にあることか

ら施策の立案のためのもの

とは別に、施策の評価を行う

ためのものだと理解しまし

た。施策の評価をアンケート

によって行うためには毎回

同じ質問を繰り返して結果

の変化を確認する必要があ

ると思いますが、それで良か

ったでしょうか？ 施策の評

価結果も報告書に記載して

いただけるようお願いしま

す。 

P.45 事業者

や関係団体

等との連携

強化につい

て 

 南島原市男女共同参画推

進懇話会に委員として各種

団体代表が入っていますが、

各種団体とは補助金や事業

委託などで金銭的な関係は

無いのでしょうか？ 懇話会

は施策の企画に関わるため、

金銭的な関係がある団体か

らの委員参加を排除するべ

きです。 

 事業者・関係団体等にどの

ような団体があり、その団体

の設立目的、どういう内容で

連携・情報提供しているの

か、金銭的な関係があるので

あればその名目と金額、天下

りの有無・人数などが分かる

ように記載してください。 

 懇話会の学識経験者とは

具体的に誰で、この分野でど

のような実績のある方か教

えてください。これから決定

 南島原市男女共同参画推進懇話

会設置要綱では団体を指定してお

りません。計画書に現在の委員名

簿を掲載する予定ですので、所属

団体はそちらでご確認ください。

団体の中には市から補助金を交付

している団体もありますが、男女

共同参画に関する施策の企画には

利害関係はございません。 

 現在の懇話会委員は各種団体選

出と公募者のみであり学識経験者

はいらっしゃいません。学識経験

者が選任された場合の公表につい

てのご意見は、今後の参考にさせ

ていただきます。 

Ｅ 



 

されるのであれば、決定した

時点で公表をお願いします。 


